
鶴ヶ島市都市計画税条例の一部を改正する条例 

鶴ヶ島市都市計画税条例（昭和４０年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１５項」を「附則第１５条第１

４項」に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３

２項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３

３項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３

８項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４

３項」に改める。 

附則第１９項中「第１０項、第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第

２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第４４

項」を「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、第２

７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項」

に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を

改正する法律（令和５年法律第１８号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

の前日までの間における改正後の附則第１９項の規定の適用については、同項中「、

第４３項若しくは第４６項」とあるのは、「若しくは第４３項」とする。 

 


